
34

～38

［略］ 33


～37

［略］

39

第２条第６項の規定により産業技術
力強化法第17条第１項の規定による特
定研究開発等成果に係る意匠登録を受
けようとする出願であるときは、「（【手
数料の表示】）」の欄の次に「【その他】」
の欄を設けて、「国等の委託研究等の成
果に係る意匠登録出願（令和〇年度、
〇〇省、〇〇委託事業、産業技術力強
化法第17条第１項の適用を受けるも
の）」又は「国等の委託研究等の成果に
係る意匠登録出願（令和〇年度、〇〇
省、〇〇請負事業、産業技術力強化法
第17条第１項の適用を受けるもの）」の
ように記載する（備考29


により「【その

他】」の欄に特許法第73条第２項の定め
又は民法第256条第１項ただし書の契
約の旨を記載したときは、その記載の
次に行を改めて記載する。）。

38

第２条第６項の規定により産業技術
力強化法第17条第１項の規定による特
定研究開発等成果に係る意匠登録を受
けようとする出願であるときは、「（【手
数料の表示】）」の欄の次に「【その他】」
の欄を設けて、「国等の委託研究等の成
果に係る意匠登録出願（令和〇年度、
〇〇省、〇〇委託事業、産業技術力強
化法第17条第１項の適用を受けるも
の）」又は「国等の委託研究等の成果に
係る意匠登録出願（令和〇年度、〇〇
省、〇〇請負事業、産業技術力強化法
第17条第１項の適用を受けるもの）」の
ように記載する（備考28


により「【その

他】」の欄に特許法第73条第２項の定め
又は民法第256条第１項ただし書の契
約の旨を記載したときは、その記載の
次に行を改めて記載する。）。

40

別表第一の下欄に掲げる物品の区分
のいずれにも属さない物品、建築物又


は画像


について意匠登録出願をすると
きは、「【意匠に係る物品の説明】」の欄
にその物品、建築物又は画像


の使用の

目的、使用の状態等、物品、建築物又


は画像


の理解を助けることができるよ
うな説明を記載する。

39

別表第一の下欄に掲げる物品の区分
のいずれにも属さない物品


について意

匠登録出願をするときは、「【意匠に係
る物品の説明】」の欄にその物品


の使用

の目的、使用の状態等物品

の理解を助

けることができるような説明を記載す
る。

41

画像について意匠登録出願をすると

きであつて、「【意匠に係る物品】」の欄

の記載のみではその画像の用途が明ら

かでないときは、「【意匠に係る物品の

説明】」の欄にその画像が機器の操作の

用に供されるもの又は機器がその機能

を発揮した結果として表示されるもの

であることのいずれかに該当するもの

であることを示す説明を記載する。


［新設］

42

物品又は建築物の部分に物品又は建

築物の操作


の用に供される画像を含む
意匠について意匠登録出願をするとき

40

意匠法第２条第２項の規定により物

品の操作（当該物品がその機能を発揮

できる状態にするために行われるもの


43

・44

［略］ 41


・42

［略］

45

意匠法第８条の２の規定により内装

の意匠について意匠登録出願をすると

きであつて、「【意匠に係る物品】」の欄

の記載のみではその内装の意匠の用途

が明らかでないときは、「【意匠に係る

物品の説明】」の欄にその内装の意匠の

用途を記載する。


［新設］

46

［略］ 43


［略］

は、「【意匠に係る物品の説明】」の欄に
その画像に係る当該物品又は建築物


の

機能及び操作の説明を記載する。

に限る。


）の用に供される画像を含む意
匠について意匠登録出願をするとき
は、「【意匠に係る物品の説明】」の欄に
その画像に係る当該物品


の機能及び操

作の説明を記載する。

様式第６（第３条関係） 様式第６（第３条関係）
［略］ ［略］
〔備考〕 〔備考〕
１～10 ［略］ １～10 ［略］
11

意匠法第２条第１項に規定する画像

は、画像図（意匠登録を受けようとす

る画像を表す図をいう。以下同じ。）に

表す。画像が立体的なものである場合

は、画像正面図、画像右側面図等、画

像〇〇図を用いる。


［新設］

12

物品、建築物又は画像


の部分につい
て意匠登録を受けようとする場合であ
つて、８から11までに規定される図


に

おいて、意匠登録を受けようとする部
分とその他の部分のいずれをも含むと
きは、意匠登録を受けようとする部分
を実線で描き、その他の部分を破線で
描く等により意匠登録を受けようとす
る部分を特定する。図面の記載のみで
は意匠登録を受けようとする部分を特
定することができない場合は、当該部
分を特定する方法を願書の「【意匠の説
明】」の欄に記載する。意匠法第８条に


おいて規定する組物の意匠及び同法第

８条の２において規定する内装の意匠

の部分について意匠登録を受けようと

する場合についても同様とする。


11

物品

の部分について意匠登録を受け

ようとする場合であつて、８から10ま


で及び14に規定される画像図（意匠法

第２条第２項に規定する物品と一体と

して用いられる物品に表示される画像

を表す図をいう。以下同じ。


）において、
意匠登録を受けようとする部分とその
他の部分のいずれをも含むときは、意
匠登録を受けようとする部分を実線で
描き、その他の部分を破線で描く等に
より意匠登録を受けようとする部分を
特定する。図面の記載のみでは意匠登
録を受けようとする部分を特定するこ
とができない場合は、当該部分を特定
する方法を願書の「【意匠の説明】」の欄
に記載する。

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